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保険料水準の納付金ベースの統一について

〇 保険料水準の納付金ベースの統一とは、納付金の各市町への按分の際、市町ごと

の医療費水準を反映させなくすること。

〇 これにより、特に小規模な保険者において、高額な医療費が発生した場合の年度間

の保険料の変動を抑えることができるとされている。

医療費指数反映係数「α」を「１」から「０」に引き下げる

納付金ベースの統一
納付金の各市町への按分に当たって、市町ご
との医療費水準を反映させなくすること
※保険料率は各市町が決定

完全統一
同一都道府県内において、同じ所得水準、
世帯構成であれば、同じ保険料とすること
※県が定めた保険料率を全市町が採用

【保険料水準の統一とは（国が示した統一の段階は次の２つ）】

【国保財政の概要】

【納付金ベースの統一のイメージ】
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本県市町国保における納付金ベースの統一の進め方について

〇 市町との協議の結果、ロードマップ(素案)のとおり令和14年度を目標に納付金ベー

スの統一を進めていくことを合意した。

〇 来年度に作業を予定している国保運営方針の中間見直しの際には、納付金ベース

の統一の目標年度を規定することを想定。

１ 医療費指数反映係数「α」の設定

➢令和10年度から0.2ずつ引き下げ、令和14年度にゼロ

２ 高額医療費等の県単位化

➢令和９年度から共同負担化（国・県の負担金等は県全体の納付金から減算）

・ 令和８年度まで：高額医療費等が発生した市町が応分の納付金を負担

・ 令和９年度から：全市町が被保険者数で按分して納付金を負担

３ 激変緩和措置

➢「α」の引下げにより財政負担が増加する市町に対して財政支援を実施

・ 「α」を0.1ずつ引き下げた場合の納付金との差額を補填（令和17年度まで）
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石川県における保険料水準の統一に係るロードマップ（素案）

※ 現行運営方針中間見直しの初年度である令和９年度には、高額医療費等の県単位化を行う

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 … R●～

国保運営方針（R6～R11年度） 国保運営方針（R12~R17年度）
運営方針

（R18~R23）
【現行】 中間見直し後 中間見直し後

 ～

スケジュールのほか、

激変緩和措置や

インセンティブに

ついても議論を具体化

激変緩和措置により、段階的にα＝０へと近づける

【統一と関連のある各種取組の推進】

・事業の広域化 ・医療費適正化 ・収納率向上 など

※ α=0.8 α=0.6 α=0.4 α=0.2

（実質的な）α=0

市町との協議を行い、合意できた項目から順次統一に向かう

・保健事業等（収入・支出項目）の県単位化

・収納率の県単位化

・市町基金の用途を確定

完全統一

（県内統一の保険料

（税）率により

賦課・徴収を行う）

現在、市町毎の納付金額、標準保険料率算定時に加減算している項目について、

県単位化する範囲を固める（県単位化した項目は、保険給付費等交付金の対象に含めるなど）

収納率による保険料（税）率の調整を行わない取扱いとする

（県内統一の収納率で調整を行う取扱いとする）

市町が保有している基金（財政調整基金等）について、統一に係る方針を固める

（例：市町が行う保健事業の財源とする、収納不足に備え市町で留保するなど）

納付金ベースの統一

（納付金算定において、医療費水準の市町差を反映しない）
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